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町田市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例の一部を改正する条例 

町田市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例（平成１２年６月町田市条

例第５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（貸付けの対象） （貸付けの対象） 

第２条 資金の貸付けは、被保険者が次の各号

のいずれかに該当するときに行う。 

第２条 資金の貸付けは、被保険者が次の各号

の一に該当するときに行う。 

（１） 法第５１条第１項に規定する高額介

護サービス費又は法第６１条第１項に規定

する高額介護予防サービス費（以下「高額

介護サービス費等」という。）の支給要件

を満たすと認められるとき。 

（１） 法第５１条に規定する高額介護サー

ビス費又は法第６１条に規定する高額居宅

支援サービス費（以下「高額介護サービス

費等」という。）の支給要件を満たすと認

められるとき。 

（２） 法第４４条第１項に規定する居宅介

護福祉用具購入費又は法第５６条第１項に

規定する介護予防福祉用具購入費（以下「居

宅介護福祉用具購入費等」という。）の支

給要件を満たすと認められるとき。 

（２） 法第４４条に規定する居宅介護福祉

用具購入費又は法第５６条に規定する居宅

支援福祉用具購入費（以下「居宅介護福祉

用具購入費等」という。）の支給要件を満

たすと認められるとき。 

（３） 法第４５条第１項に規定する居宅介

護住宅改修費又は法第５７条第１項に規定

する介護予防住宅改修費（以下「居宅介護

住宅改修費等」という。）の支給要件を満

たすと認められるとき。 

（３） 法第４５条に規定する居宅介護住宅

改修費又は法第５７条に規定する居宅支援

住宅改修費（以下「居宅介護住宅改修費等」

という。）の支給要件を満たすと認められ

るとき。 

（貸付けの額） （貸付けの額） 

第３条 貸し付ける資金（以下「貸付金」とい

う。）の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第３条 貸し付ける資金（以下「貸付金」とい

う。）の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に掲げる額とする。 

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略 

（貸付けの決定） （貸付けの決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受け

たときは、審査の上、貸付けの可否を決定し、

その旨を当該申請をした者に通知する。 

第６条 市長は、前条の申請を受けたときは、

審査の上、貸付けの可否を決定し、その旨を

申請者に通知する。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


